
手当と助成

ひとり親家庭への支援

児童扶養手当
問 子育て総務課　地域子育て係　☎21-2221

　支給要件に該当する18歳に達する日以
降の最初の3月31日まで（政令に定める程
度の障害を有する児童は20歳未満）の児童
を監護している父または母、父母に代わっ
てその児童を養育している方に支給され
る手当です。
支給額
　全部支給　月額48,050円
　一部支給　月額48,040～11,340円
　（第2子以降は金額が加算されます）
　公的年金を受給している方は、公的年金
額が児童扶養手当額より低いとき差額分
の手当が受給できます。
※支給額は、年により変動があります。
※支給の制限があります。
※詳細は、お問い合わせください。

ひとり親家庭医療費助成制度
問 保険年金課　医療給付係　☎21-2136・2137

　18歳に達する日以降の最初の3月31日
までの児童を扶養している父または母、父
母に代わってその児童を養育している方
が病気やけがなどで受診した際の医療費
（保険診療の個人負担分）を市が助成しま
す。
対象者
　栃木市に住民登録のある18歳に達する
日以降の最初の3月31日までの児童を扶養
している配偶者のいない親
受給期間
　登録の申請をした月の初日（転入の際は
転入日）から該当児童が18歳に達する以降
の最初の3月31日まで
登録
　児童扶養手当、遺族基礎年金等の申請の
際にご案内します。
※所得制限があります。
助成の受け方
　助成申請書と医療機関等の領収書を申請
期間内（診療月の翌月から12か月以内）に
提出してください。後日、登録口座に振込み
ます。
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　母子家庭の母および父子家庭の父が、就
労のために厚生労働大臣の指定する教育
訓練講座を受講する場合に、事前に申請す
ることにより受講料の一部を助成します。

母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金
問 こども家庭センター　児童家庭相談係　☎25-8033

　母子家庭の母および父子家庭の父が、看
護師等の資格取得のために修学する場合
に、修学期間中の生活費として、毎月一定
の額を給付します。
※所得制限があります。

母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金
問 こども家庭センター　児童家庭相談係　☎25-8033

　栃木県内で高等職業訓練促進給付金を
活用して養成機関に在学し、就職に有利な
資格の取得を目指すひとり親家庭の親に
対して、ひとり親家庭高等職業訓練促進資
金を貸付する資金です。
※詳細はお問い合わせください。

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
問 こども家庭センター　児童家庭相談係　☎25-8033

　ひとり親家庭のこどもが、養育費を確実
に受け取れるように支援するため、公正証
書等の作成にかかる費用や養育費保証契約
を結ぶ際に負担した保証料を補助します。
※詳細はお問い合わせください。

ひとり親家庭養育費確保支援
問 こども家庭センター　児童家庭相談係　☎25-8033

　児童（20歳未満の子）を扶養している母
子家庭や父子家庭、寡婦の経済的自立を応
援するため、貸付を行っています。
　資金については、修学資金・就業資金・就
職支度資金・就学支度資金等があります。
貸付の可否は審査により決定されます。
※詳細はお問い合わせください。

母子父子寡婦福祉資金
問 こども家庭センター　児童家庭相談係　☎25-8033

　父母の一方または両方が死亡した児童
（18歳に達する日以降の最初の3月31日ま
で）を養育するひとり親・養育者等に手当
を支給します。
支給額  

　一人あたり月額3,000円（年齢による増
減なし）
※支給の制限があります。
※詳細は、お問い合わせください。

遺児手当
問 子育て総務課　地域子育て係　☎21-2221
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クイズかげえ の もんだい かげとおなじかたちのどうぶつをさがしてみよう!

こたえ：3
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